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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第42期

前第２四半期
連結累計期間

第43期
当第２四半期
連結累計期間

第42期
前第２四半期
連結会計期間

第43期
当第２四半期
連結会計期間

第42期

会計期間

自  平成21年
  　８月１日
至  平成22年
    １月31日

自  平成22年
  　８月１日
至  平成23年
    １月31日

自  平成21年
    11月１日
至  平成22年
    １月31日

自  平成22年
    11月１日
至  平成23年
    １月31日

自  平成21年
    ８月１日
至  平成22年
    ７月31日

売上高 (千円) 10,358,41211,932,3445,622,8295,433,59514,299,488

経常利益又は経常損失
(△）

(千円) 106,061△249,205 97,372△234,633△1,054,102

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失(△)

(千円) 200,643△226,183 184,038△231,230△1,369,299

純資産額 (千円) ― ― 2,818,4081,103,6261,328,375

総資産額 (千円) ― ― 21,846,5768,095,69318,465,426

１株当たり純資産額 (円) ― ― 288.36 111.19 134.29

１株当たり四半期純利益
金額又は１株当たり四半
期(当期)純損失金額
（△）

(円) 20.77 △23.41 19.05 △23.94 △141.74

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 12.8 13.3 7.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,937,8999,798,129 ― ― 6,227,456

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 65,381 27,589 ― ― 94,235

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,148,810△9,347,343 ― ― △6,677,138

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 294,162 562,620 84,245

従業員数 (人) ― ― 55 48 52

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には消費税等は含んでおりません。

３．第42期及び第43期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額につい

ては、１株当たり四半期（当期）純損失のため記載しておりません。

第42期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社(株式会社明豊エンタープライズ)、子会社(株式会社明豊プロパティーズ）の２

社により構成されており、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業及びこれらに付随する業務

を行っております。

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　平成23年1月31日現在

従業員数(人) 48

(注)従業員数は就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　　平成23年1月31日現在

従業員数(人) 21

(注)従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社は、主として不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業を行っており、生産実績を定義す

ることが困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

　
(2) 受注実績

当社は、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

　
(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日)

金額(千円) 前年同四半期比(%)

不動産分譲事業 4,997,220 －

不動産賃貸事業 418,274 －

不動産仲介事業 5,399 －

その他事業 12,699 －

合計 5,433,595 －

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
　

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

伊藤忠都市開発株式会社 2,000,37335.6 ― ―

住友不動産株式会社 1,220,00021.7 ― ―

ナイス株式会社 ― ― 2,368,40043.6

マイヤ３合同会社 ― ― 2,051,00037.7

３. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

以下において、当社グループの事業展開に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事

項を記載しております。

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努め、また、万が一

発生した場合には、その影響を最小限にとどめるよう対応に努めていく方針であります。また、以下の記

載は当社株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、この点にご留意く

ださい。

本項における将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもの

です。

　

(1) 当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業等のリスクに重要な変更及び新たに生じ

たリスクはありません。

　
(2) 有利子負債への依存について

当社グループは不動産分譲事業における事業用地の取得資金及び建築費の一部を、おもに金融機

関からの借入金により調達しており、有利子負債への依存度が高い水準にあることから、現行の金利

水準が大幅に変動した場合には、当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

また当社は、安定的な資金調達を図るため、金融機関との間でシンジケートローン等の契約を締結

しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した場合には

期限の利益を喪失し、一括返済を求められる等により、当社グループの財務状況等に影響を及ぼす可

能性があります。

　 　 平成21年７月期 平成22年７月期
平成23年７月期
第２四半期
連結累計期間

　 支払利息(千円) 1,070,630 500,814 165,033

　 たな卸資産(千円) 25,041,615 15,298,630 5,476,611

　 有利子負債残高(千円)(A) 22,284,394 15,809,457 5,769,000

　 総資産額(千円)(B） 29,550,078 18,465,426 8,095,693

　 有利子負債依存度(％)(A)/(B) 75.4 85.6 71.3

　
(3) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度においては、売上高の著しい減少及び２期連続営業損失を計上し

ていること等、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や新興国向け輸出の拡大

により、一部に景気の持ち直しの兆しがみられるものの、厳しい雇用情勢や個人消費等を背景に依然

として厳しい状況の中で推移いたしました。

  当社グループが属しております不動産業界においては、マンション市場は昨年を上回る供給は予

想されるものの、依然として経済全体の力強さが回復していない状況の中、不安定な動きが続くもの

と予想されます。

　このような事業環境下、当社グループは、平成22年10月に中期経営計画『TAKE OFF 2015』を策定

し、当期はその初年度として、フィービジネスの拡大、エコロジー・コンサルティング事業、早期の資

金回収を可能とする事業・省資金型事業を中心に企業価値最大化に向け、全役職員一丸となり取り

組んでおります。

　その結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は54億33百万円、（前年同四半期比3.4％

減）、営業損失1億58百万円（前年同四半期は２億円の利益）、経常損失２億34百万円（前年同四半

期は97百万円の利益）、四半期純損失２億31百万円（前年同四半期は１億84百万円の利益）となり

ました。各セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

[不動産分譲事業]

　不動産分譲事業においては、外断熱工法を採用しハイスペックな設備を備えた当社最大級の開発

プロジェクト、「エコロジー東陽町プロセンチュリー」(東京都江東区)を売却した他、神奈川県横

浜市鶴見区プロジェクトの持分譲渡、中古マンションリニューアル分譲等を行いました。その結

果、売上高は49億97百万円、セグメント損失は１億20百万円となりました。　

　
[不動産賃貸事業]

　不動産賃貸事業においては、「エコロジー東陽町プロセンチュリー」他の賃料収入と「エコロ

ジー豊洲プロセンチュリー」他のプロパティーマネージメント報酬等により、売上高は４億21百

万円、セグメント利益は44百万円となりました。

　
[不動産仲介事業]

不動産仲介事業においては「富岡西」他の仲介等により、売上高は５百万円、セグメント利益は

５百万円となりました。

　
[その他事業]

その他事業につきましては、エコロジー・コンサルティング報酬、工事監理料等により、売上高

は13百万円、セグメント利益は４百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、103億69百万円減少し、

80億95百万円となりました。主に物件の売却により、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が合計で98

億22百万円減少したことによるものです。

また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ101億44百万円減少し、69億92百万円となりま

した。これは主に、物件売却による返済等により短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が合計

で100億27百万円減少したことによるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億24百万円減少し、11億３百万円となりまし

た。なお、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末より6.3ポイント増加し13.3％となりまし

た。

　
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結会計年度末に比

べ２億68百万円増加し、５億62百万円となりました。

　
[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が43億53百万

円減少したことから、43億75百万円の収入（前年同四半期連結会計期間は35億２百万円の収入）

となりました。

　
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却等により27百万円の収入（前年同四半

期連結会計期間は66百万円の収入）となりました。

　
[財務活動によるキャッシュ・フロー]

財務活動によるキャッシュ・フローは、物件売却による返済等により長期及び短期借入金が46

億37百万円減少し、土地購入による長期借入金が３億円増加したことから、43億38百万円の支出

（前年同四半期連結会計期間は34億22百万円の支出）となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要

な変更及び新たに生じた問題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

[会社の支配に関する基本方針]

Ⅰ　基本方針の内容

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付

行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の

判断に委ねられるべきものであると考えます。

　しかし、当社が真に特徴ある企業として、お客様満足の最大化と地球環境に貢献する商品供給を

実現し、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、長期的な商品開発体制、お客様

との信頼関係の醸成、技術の管理それぞれの確保が必要不可欠であると考えております。当社の財

務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点に立った施策が実行されない

場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全てのステーク

ホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。

　当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めて

おりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価

が妥当かどうかなど買付者による大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間に適切に判断す

るためには、買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠

です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社グ

ループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営方針、事業計画

の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するう

えで重要な判断材料となると考えます。

　
Ⅱ　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資

する特別な取組み

　当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社のミッションである「物造りにこだ

わり、健康、快適、安全で資産価値の高いマンションを供給する」こと、「お客様の満足のため購入

いただいたお客様との一生涯のお付き合いを実現する」ことの具現化のために、①外断熱工法・

スケルトンインフィルを採用した長寿命・環境配慮型マンションである「シェルゼ」の開発によ

り、お客様に健康、快適、安全で資産価値の高いマンションに住んでいただき、②L.S.S.（リビング

・サービス・システム）により、お客様を一生涯にわたりサポートするシステムの確立に取り組

んでおります。具体的には、①将来において「シェルゼ」年間1,000戸供給完売体制の確立のため、

情報収集力の強化を含めた社内組織の見直しを行う、②購入いただいたお客様との一生涯のお付

き合い“Partner for Life”という理念を具現化する、L.S.S.の更なる充実を図り、顧客とのリ

レーションを強め、より「顧客志向」に沿った商品の供給を行う、という実行目標を持って、「物

造りにこだわり、健康、快適、安全で資産価値の高いマンションをその価値に見合った価格にて供

給する少数精鋭の総合ディベロッパー」を目指して取り組んでおります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　コーポレート・ガバナンスに関しては、健全で透明性の高い経営を実現するために、取締役会を

当社の経営に関する意思決定と取締役の業務執行の監督を行う機関と位置づけ、取締役相互の監

督機能を働かせております。また、意思決定と業務執行の機能を分離し、経営の効率化を図るため、

執行役員制度を導入しております。経営のチェック機能として、監査役会は、取締役会の意思決定

及び取締役の業務執行を監査し、会計監査に関しては、監査法人が適法・公正にこれを実施し、社

長直轄の内部監査室は、当社グループにおける業務の適正性、妥当性等の監査を行っております。

　監査役、会計監査人及び内部監査室は監査上の重要課題について意見・情報交換を行うなど、監

査の実効性の向上を図っております。さらに、管理本部に法務部を設置し、コンプライアンスに関

する役職員の指導や損失リスクを未然に回避するための体制づくり、コンプライアンスに必要な

社内規程類の整備を担わせるほか、監査役の補助業務、内部監査室に係わる監査業務の補助を行っ

ております。これらに加え、弁護士・税理士と顧問契約を締結し、必要な助言・指導を受けること

ができる体制を整備しております。今後とも、より一層のコーポレート・ガバナンス及びコンプラ

イアンス体制の強化充実を進め、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の長期安定的

な向上に努めていく所存です。

　
Ⅲ　会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み

　　当社は、平成20年４月１日開催の当社取締役会において、Ⅰで述べた会社の支配に関する基本方針

に照らし、「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」(以下「本対応方針」といいます。）を

決議し、導入いたしました。

　本対応方針は、(ⅰ)特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券

等の買付行為、(ⅱ)結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締

役会が同意した者による買付行為を除きます。）又は、(ⅲ)結果として特定株主グループの議決権

割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（以下かかる買付行為又は合意等を「大規模買

付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が行われる場合に、

①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を事前に提

供し、②独立委員会のための一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、という大

規模買付ルールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なう大規模買付行為を新株予約権無償割当て等を利用することにより抑止し、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを目的とするものです。

　当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役

宛に大規模買付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向

表明書を提出することを求めます。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受

領後10営業日以内に交付する必要情報のリストに基づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及

び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。

　次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日

間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評

価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。

EDINET提出書類

株式会社明豊エンタープライズ(E04024)

四半期報告書

 9/32



　

　　なお、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価

期間が満了する日を開示いたします。

　　取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供され

た本必要情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめるとともに、

必要に応じて当社取締役会としての代替案等をとりまとめ、独立委員会に提出するとともに、これ

らの内容について開示します。

　　大規模買付者及び当社取締役会より情報提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合は、独

立委員会は、最長60日間の独立委員会評価期間 (但し、合計30日を超えない範囲で延長・再延長で

きるものとします。）を設定し、独立委員会評価期間内に、当社取締役会に対して大規模買付行為

に関する勧告を行うものとします。

　独立委員会は、独立委員会評価期間内において、当社取締役会及び大規模買付者から提供された

情報・資料に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買

付者の大規模買付行為及び当社取締役会の意見、代替案等の内容の評価・検討等を行います。ま

た、独立委員会は、株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、お客さま、取引先、従業員等から

も必要に応じて意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、

当社の費用で、外部専門家等の助言を得ることができるものとします。

　その上で、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するという観点から大

規模買付行為の内容を検討し、必要に応じて、取締役会を通じて大規模買付者と協議を行います。

　当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するため

の諮問機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査

役及び社外有識者の中から選任された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模

買付ルールを遵守しないため対抗措置を発動すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を著しく損なうと認められるため対抗措置を発動すべきか否か等の本対応

方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問することとします。独立委員会は、対抗措置

の発動又は不発動の勧告を当社取締役会に対し行います。

　当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動又は不発動の決議そ

の他必要な決議を行います。対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予

約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普

通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大規模買付者等による権利行使が

認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約

権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会

は、対抗措置の発動を決定した後も、対抗措置の発動が適切でないと判断した場合には、独立委員

会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止又は変更を行うことがあります。当社取締

役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を行います。

EDINET提出書類

株式会社明豊エンタープライズ(E04024)

四半期報告書

10/32



　

　　本対応方針の有効期限は、第43期定時株主総会終結の時までであり、当該定時総会においてその継

続が承認された場合には、当該定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する定時株主総会終結の時までとします。なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業

価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備や、証券取引所が定める上場制度

の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。

　なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

http://pdf.irpocket.com/8927/Vx13/wJJg.pdf）に掲載する平成20年４月１日付プレスリリース

をご覧下さい。

Ⅳ　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方

針の実現に資する特別な取組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当

社の基本方針に沿うものです。

　また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上さ

せるために導入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社

の基本方針に沿うものです。特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員

会を設置し、対抗措置の発動又は不発動の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することと

なっていること、第40期定時株主総会以降においてはその継続については株主の皆様のご承認を

いただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされて

いる点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではありません。

　
(5)継続企業の前提に関する重要事象等の対応策等

「第２.事業の状況　２.事業等のリスク（３）」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせるような状況が存在しておりますが、当社グループといたしましては以下の対応策の実行によ

り業績の回復に努め、当該状況の解消を目指してまいります。

　当社グループといたしましては当該事象を解消すべく、不動産分譲事業において早期の資金回収を

可能とする中古マンションリニューアル分譲事業や戸建・タウンハウス開発といった新規事業の推

進、不動産賃貸事業における賃料収入、及びプロパティーマネージメント報酬、不動産仲介事業におけ

る仲介手数料収入、その他事業におけるエコロジー・コンサルティング報酬やその他不動産に関する

コンサルティング報酬にて収益の確保に継続して努めてまいります。

  一方、費用面では前々連結会計年度からの経費削減効果が一定以上の効果を表しており、販売費及

び一般管理費については、前連結会計年度と比較して20％の削減を計画しています。さらには有利子

負債残高が前連結会計年度末と比較して大幅に削減され、収益構造の改善が期待されることから通期

におきまして営業利益、経常利益ともに黒字化を実現する見込みであります。

  従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないものと判断しておりますの

で、連結財務諸表の「継続企業の前提に関する事項」の注記には記載をしておりません。

　
(6) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
(2) 設備の新設、除却等の計画

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 38,644,000

計 38,644,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年３月16日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,661,000 9,661,000
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は100株で
あります。

計 9,661,000 9,661,000 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成23年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

平成17年10月27日定時株主総会決議

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成23年１月31日)

新株予約権の数(個) 831(注)２、６、７

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―――

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 83,100(注)２、６、７

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,395(注)３、４

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月28日
至　平成24年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　1,395
資本組入額　698

新株予約権の行使の条件 (注)５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―――

(注) １．平成17年10月27日定時株主総会で決議されました旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定による新株

予約権の発行について、平成18年８月21日開催の取締役会において決議いたしました。
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２．当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす

る。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整により生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×(１／分割・併合の比率)

４．時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合

は、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たりの払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

５．新株予約権の行使の条件及び譲渡に関する事項は次の通りであります。

(1) 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、もしくは従業員の地位にあるこ

とを要するものとする。ただし、新株予約権者が、定年・任期満了による退任・退職または会社都合によ

りこれらの地位を失った場合はこの限りではない。

(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(4) その他権利行使にあたっての手続き等具体的細目については、当社が新株予約権者との間で締結する新

株予約権割当契約書の定めに従うものとする。

６．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

７．新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行予定数から、「新株予約権割当契

約」の権利行使条件及び権利喪失事由により権利を喪失したものの新株予約権の数を減じております。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年11月１日～
平成23年１月31日

― 9,661,000 ― 2,286,636 ― 2,476,626
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成23年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　Ｉ
ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
（常任代理人　ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133　ＦＬＥＥＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＬＯＮＤＯＮ
　ＥＣ4Ａ　2ＢＢ，Ｕ．Ｋ
(東京都港区六本木６丁目10-１)

1,105 11.44

髙島　勝宏 東京都中央区 892 9.24

塚本　英介 東京都大田区 880 9.11

ニュー・ミッション・ファン
ディング合同会社

東京都千代田区紀尾井町４番５号 460 4.76

ＨＳＢＣ－ＦＵＮＤ　ＳＥＲＶＩ
ＣＥＳ　ＣＬＩＥＮＴＳ　Ａ／Ｃ　
500－Ｐ
(常任代理人　香港上海銀行東京
支店カストディ業務部)

１　ＱＵＥＥＮ'Ｓ　ＲＯＡＤ　ＣＥＮＴＲＡＬ
　ＨＯＮＧ　ＫＯＮＧ
(東京都中央区日本橋３丁目11-１)

355 3.68

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 340 3.52

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５－33 300 3.11

奥田　薫 京都府京都市左京区 192 1.99

服部　愼一 東京都世田谷区 190 1.97

三井不動産レジデンシャル　
株式会社

東京都中央区日本橋室町３丁目１－20 150 1.55

計 ― 4,865 50.36

(注)  タワー投資顧問株式会社から平成22年12月14日、同年12月21日及び平成23年２月９日付で関東財務局長提出され

た大量保有報告書により平成23年２月７日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社

として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

　

氏名又は名称 住所 保有株券等の数（千株） 株券等保有割合（％）

タワー投資顧問株式会社
東京都港区芝大門１丁目
２番１８号野依ビル２階

1,533 15.87
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式　　　300
― ―

完全議決権株式(その他)(注)１ 普通株式9,660,300 96,603 ―

単元未満株式(注)２ 普通株式　　　400 ― ―

発行済株式総数 9,661,000 ― ―

総株主の議決権 ― 96,603 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

２．単元未満株式には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年１月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）　　　株
式会社　　　　
明豊エンタープライズ

東京都目黒区目黒三丁目
11番3号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
８月

９月 10月 11月 12月
平成23年
１月

最高(円) 283 280 173 167 156 140

最低(円) 91 159 116 122 127 122

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年11月１日から平成22年１月31日まで)及び前第２四半期連

結累計期間(平成21年８月１日から平成22年１月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間(平成22年11月１日から平成23年１月31日まで)及び当第２四半期連結累

計期間(平成22年８月１日から平成23年１月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年11月

１日から平成22年１月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年８月１日から平成22年１月31

日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年11月１日から平成23年１

月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年８月１日から平成23年１月31日まで)に係る四半

期連結財務諸表について、アーク監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年1月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年7月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 576,620

※2
 791,902

売掛金 105,341 21,255

販売用不動産 ※2
 307,376

※2
 7,895,304

仕掛販売用不動産 ※2
 5,169,235

※2
 7,403,326

未収還付法人税等 － 200,604

その他 123,309 269,094

貸倒引当金 △2,540 △3,684

流動資産合計 6,279,343 16,577,802

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 814,015

※1, ※2
 851,464

無形固定資産 38,051 45,213

投資その他の資産

その他 ※2
 1,106,128

※2
 1,132,455

貸倒引当金 △141,844 △141,510

投資その他の資産合計 964,283 990,945

固定資産合計 1,816,350 1,887,623

資産合計 8,095,693 18,465,426

負債の部

流動負債

買掛金 68,261 131,100

短期借入金 170,500 5,083,758

1年内返済予定の長期借入金 4,041,000 ※3
 10,675,699

1年内償還予定の社債 25,000 25,000

未払法人税等 37,442 27,460

その他 502,186 530,948

流動負債合計 4,844,390 16,473,966

固定負債

社債 12,500 25,000

長期借入金 ※3
 1,520,000 －

その他 615,176 638,083

固定負債合計 2,147,676 663,083

負債合計 6,992,066 17,137,050

純資産の部

株主資本

資本金 2,286,636 2,286,636

資本剰余金 2,476,626 2,476,626

利益剰余金 △3,685,682 △3,459,499

自己株式 △485 △485

株主資本合計 1,077,093 1,303,277

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,884 △5,912

評価・換算差額等合計 △2,884 △5,912

新株予約権 29,417 31,010

純資産合計 1,103,626 1,328,375

負債純資産合計 8,095,693 18,465,426
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
 至 平成22年1月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
 至 平成23年1月31日)

売上高 10,358,412 11,932,344

売上原価 9,179,551 11,655,882

売上総利益 1,178,861 276,462

販売費及び一般管理費 ※1
 815,763

※1
 363,912

営業利益又は営業損失（△） 363,097 △87,449

営業外収益

受取利息 26,882 146

違約金収入 － 9,034

その他 25,319 4,858

営業外収益合計 52,201 14,040

営業外費用

支払利息 288,307 165,033

その他 20,930 10,763

営業外費用合計 309,237 175,796

経常利益又は経常損失（△） 106,061 △249,205

特別利益

債務消滅益 － ※2
 44,000

損害賠償収入 28,030 13,835

貸倒引当金戻入額 90,932 －

その他 6,761 2,402

特別利益合計 125,724 60,237

特別損失

固定資産除却損 9,572 －

固定資産売却損 － 3,790

早期退職関連費用 13,265 －

その他 246 －

特別損失合計 23,084 3,790

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

208,701 △192,758

法人税、住民税及び事業税 9,282 34,506

法人税等調整額 △1,224 △1,081

法人税等合計 8,058 33,425

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △226,183

四半期純利益又は四半期純損失（△） 200,643 △226,183
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　【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年11月１日
 至 平成22年1月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年11月１日
 至 平成23年1月31日)

売上高 5,622,829 5,433,595

売上原価 5,177,325 5,409,730

売上総利益 445,503 23,864

販売費及び一般管理費 ※1
 245,263

※1
 182,470

営業利益又は営業損失（△） 200,240 △158,606

営業外収益

受取利息 15,195 23

還付加算金 9,604 －

違約金収入 － 3,950

その他 12,845 3,667

営業外収益合計 37,645 7,641

営業外費用

支払利息 129,286 75,731

その他 11,225 7,937

営業外費用合計 140,512 83,669

経常利益又は経常損失（△） 97,372 △234,633

特別利益

貸倒引当金戻入額 90,346 412

その他 5,416 －

特別利益合計 95,763 412

特別損失

固定資産除却損 1,742 －

固定資産売却損 － 3,790

特別損失合計 1,742 3,790

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

191,393 △238,011

法人税、住民税及び事業税 7,680 △7,632

法人税等調整額 △324 852

法人税等合計 7,355 △6,780

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △231,230

四半期純利益又は四半期純損失（△） 184,038 △231,230
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年８月１日
 至 平成22年1月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
 至 平成23年1月31日)

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

208,701 △192,758

減価償却費 19,306 18,841

固定資産売却損益（△は益） － 3,790

債務消滅益 － △44,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90,932 △809

受取利息及び受取配当金 △26,892 △158

支払利息 288,307 165,033

売上債権の増減額（△は増加） △912 △84,086

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,499,247 9,821,986

仕入債務の増減額（△は減少） △1,871,936 △62,839

その他 △205,594 166,200

小計 4,819,295 9,791,199

利息及び配当金の受取額 4,386 158

利息の支払額 △267,131 △172,437

法人税等の支払額 △4,787 △24,316

法人税等の還付額 358,104 200,604

賠償金の受取額 28,030 2,920

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,937,899 9,798,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △23,080 △3,100

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 30,484

貸付金の回収による収入 90,203 205

その他 △1,742 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 65,381 27,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △666,930 △4,913,258

リース債務の返済による支出 － △241

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △4,556,880 △5,414,699

社債の償還による支出 － △12,500

配当金の支払額 △442 △301

預金の担保による純増減額 75,443 693,656

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,148,810 △9,347,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,529 478,375

現金及び現金同等物の期首残高 439,692 84,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 294,162

※
 562,620
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【継続企業の前提に関する事項】

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日）

　　該当事項はありません。

　
【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日  至  平成23年１月31日)

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31

日）を適用しております。

　これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

　
【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日
至　平成23年１月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「違約金収入」は、営業外収益合

計の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第２

四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「違約金収入」は5,925千円であります。

 

  前第２四半期連結累計期間において、区分掲記されておりました「貸倒引当金戻入額」(当第２四半期連結

累計期間809千円)は特別利益合計の100分の20以下であるため当第２四半期連結累計期間においては特別利益

の「その他」に含めております。

 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失(△）」の科目を表示しております。

　
　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年11月１日
至　平成23年１月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「違約金収入」は、営業外収益合

計の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしております。なお、前第２

四半期連結会計期間の「その他」に含まれる「違約金収入」は4,525千円であります。

 

　前第２四半期連結会計期間において、区分掲記されておりました「還付加算金」(当第２四半期連結会計期間

215千円)は営業外収益合計の100分の20以下であるため当第２四半期連結会計期間においては営業外収益の

「その他」に含めております。

 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年８月１日至　平成23年１月31日)

１．一般債権の貸倒引当金の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒引当金を算定しております。

 
２．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に
よっております。

 
３．法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に
よっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ
ランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　　該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 131,445千円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 121,174千円

　

※２　担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 14,000千円

販売用不動産 81,844千円

仕掛販売用不動産 4,983,674千円

有形固定資産 771,173千円

投資その他の資産 84,000千円

　　　　計 5,934,693千円

 

※２　担保資産

担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 707,656千円

販売用不動産 7,858,413千円

仕掛販売用不動産 7,401,878千円

有形固定資産 838,921千円

投資その他の資産 81,000千円

　　　　計 16,887,871千円

 

　 　
※３　一部の金融機関との物件開発に係る借入契約（当

第２四半期連結会計期間末残高は1,520,000千

円）について、下記の財務制限条項が付されてお

ります。

連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純

資産の部の金額を、マイナスにしないこと。

※３　一部の金融機関との物件開発に係る借入契約（当

連結会計年度末残高は4,127,159千円）について、

下記の財務制限条項が付されております。

連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純

資産の部の金額を、マイナスにしないこと。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年８月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日
至  平成23年１月31日)

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

広告宣伝費 295,650千円

給与手当 185,072千円

　　――――――――――

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 145,112千円

　 　

※２　債務消滅益
過年度に計上した未払債務の履行義務が消滅し
たことに伴い計上したものです。

　
第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年11月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年11月１日
至  平成23年１月31日)

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与手当 80,637千円

※１販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 給与手当 67,103千円

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年８月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日
至  平成23年１月31日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 724,719千円

担保預金 △430,556千円

現金及び現金同等物 294,162千円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 576,620千円

担保預金 △14,000千円

現金及び現金同等物 562,620千円

　
(株主資本等関係)

　当第２四半期連結会計期間末(平成23年１月31日)及び当第２四半期連結累計期間

　(自　平成22年８月１日　至　平成23年１月31日)

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,661,000株

　
２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 359株

　
３．新株予約権等に関する事項

ストックオプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　29,417千円

　
４．配当に関する事項

該当事項はありません。

　
５．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して、著しい変動はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

　

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)

　
不動産分譲
事業(千円)

不動産賃貸
事業(千円)

不動産仲介
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去　　 　又は
全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対
　　する売上高

4,817,059561,34728,403216,0185,622,829 ― 5,622,829

(2) セグメント間　
　　　　　
　　の内部売上高　　
　　又は振替高

― 2,400 ― 274 2,674(2,674) ―

計 4,817,059563,74728,403216,2925,625,503(2,674)5,622,829

営業利益　　　　(又は
営業損失）

(22,267)145,64418,253212,759354,389(154,148)200,240

(注)１.事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２.各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付随して発生する業務。

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年８月１日  至  平成22年１月31日)

　
不動産分譲
事業(千円)

不動産賃貸
事業(千円)

不動産仲介
事業(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去　　　
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対
　　する売上高

8,947,7201,114,53342,353253,80510,358,412― 10,358,412

(2) セグメント間　
　　　　　
　　の内部売上高　　
　　又は振替高

― 2,400 ― 274 2,674(2,674) ―

計 8,947,7201,116,93342,353254,07910,361,086(2,674)10,358,412

営　業　利　益　　　　 119,343274,57724,990244,045662,957(299,859)363,097

(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な内容

不動産分譲事業：共同事業及び自社単独によるマンション分譲等。

不動産賃貸事業：住宅、事務所及び店舗等の賃貸。

不動産仲介事業：不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業。

その他事業：上記事業に付随して発生する業務。
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自　平成21年８月１日　至　平成22年１月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年１月31日)及び前第２四半期連結累計

期間(自　平成21年８月１日　至　平成22年１月31日)

当社及び連結子会社において海外売上高がないため該当事項はありません。

　

【セグメント情報】

１.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社は、製品・サービスの内容等が概ね類似している各個別事業を集約し、「不動産分譲事業」「不動

産賃貸事業」「不動産仲介事業」「その他事業」の４つを報告セグメントとしております。

　各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。

　　不動産分譲事業・・・・・共同事業及び自社単独によるマンション分譲等

　　不動産賃貸事業・・・・・住宅、事務所及び店舗等の賃貸

　　不動産仲介事業・・・・・不動産分譲事業に付随して発生するマンション用地等の仲介事業

　　その他事業・・・・・・・上記事業に付随して発生する業務

　
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　当第２四半期連結累計期間(自　平成22年８月１日　至　平成23年１月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

不動産
分譲事業
 

不動産
賃貸事業
 

不動産
仲介事業
 

その他事業
 

計
 

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

10,893,415893,79786,71358,41711,932,344― 11,932,344

(2) セグメント間の
　　内部売上高
　　又は振替高

― 5,600 ― 1,893 7,493△7,493 ―

計 10,893,415899,39786,71360,31111,939,838△7,49311,932,344

 セグメント利益又はセ
グメント損失（△）

△138,548127,42875,67132,51197,063△184,512△87,449

　（注）１．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△184,512千円は、セグメント間取引消去△6,424千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△178,088千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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　当第２四半期連結会計期間(自　平成22年11月１日　至　平成23年１月31日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　

報告セグメント

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

不動産
分譲事業
 

不動産
賃貸事業
 

不動産
仲介事業
 

その他事業
 

計
 

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

4,997,220418,2745,39912,6995,433,595― 5,433,595

(2) セグメント間の
　　内部売上高
　　又は振替高

― 3,000 ― 397 3,397△3,397 ―

計 4,997,220421,2745,39913,0975,436,992△3,3975,433,595

 セグメント利益又はセ
グメント損失（△）

△120,26544,7355,015 4,456△66,057△92,548△158,606

　（注）１．セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△92,548千円は、セグメント間取引消去△2,695千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△89,853千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

(追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　
(金融商品関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成23年１月31日）

　短期借入金の四半期連結貸借対照表計上額が、企業集団の事業の運営において重要なものとなってお

り、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　
科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

短期借入金 170,500千円170,500千円― （注）

１年内返済予定の
長期借入金

4,041,000千円4,041,000千円― （注）

　　　（注））金融商品の時価の算定方法

　　短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金

　　　　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額に

よっております。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額
　

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日)

前連結会計年度末
(平成22年７月31日)

１株当たり純資産額 111.19円
　

１株当たり純資産額 134.29円
　

　
２  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年８月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日
至  平成23年１月31日)

１株当たり四半期純利益金額 20.77円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
　

１株当たり四半期純損失金額 △23.41円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１
株当たり四半期純損失を計上しており、かつ、希薄化効果
を有している潜在株式がないため記載しておりません。
　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年８月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年８月１日
至  平成23年1月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△）(千円) 200,643 △226,183

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円）

200,643 △226,183

期中平均株式数(千株) 9,660 9,660

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年11月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年11月１日
至  平成23年１月31日)

１株当たり四半期純利益金額 19.05円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純損失金額 △23.94円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１
株当たり四半期純損失を計上しており、かつ、希薄化効果
を有している潜在株式がないため記載しておりません。

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年11月１日
至  平成22年１月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年11月１日
至  平成23年１月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△）(千円) 184,038 △231,230

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
（△）（千円）

184,038 △231,230

期中平均株式数(千株) 9,660 9,660

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が
あったものの概要

― ―

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

重要な訴訟事件等

株式会社みずほ銀行（以下「原告」という）は、当社及び株式会社シティクルーズが共同して実施し

た「天満１丁目マンション共同事業」において株式会社シティクルーズが原告に対して負担する貸金

債務について、原告の請求により当社が第三者弁済することを約したと主張した上で、株式会社シティ

クルーズの返済が見込めないと判断し、平成20年12月３日付にて、当社に対し弁済を請求しました。

　しかしながら、当社は、原告の抵当権実行の前に第三者弁済の機会を与えられたものであり、債務保証

をした事実はないため、原告に対し弁済しない旨回答しておりましたが、原告がそれを不服として、当社

を相手方として、平成22年６月21日付(平成22年７月14日付一部取下げ）で当該貸金元本残高の支払を

求める旨の訴訟提起がなされております。

現在、東京地方裁判所において、弁論が行われており、上記記載内容から状況の変動はございません。

当社といたしましては、本訴訟の中で当社の正当性を主張して適切に対応してまいる所存です。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年３月12日

株式会社明豊エンタープライズ

取締役会  御中

　

アーク監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　浦   昭　彦　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   冨　岡　 慶 一 郎   印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社明豊エンタープライズの平成21年８月１日から平成22年７月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成21年11月１日から平成22年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成21年８月１日か

ら平成22年１月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社明豊エンタープライズ及び連結子会

社の平成22年１月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は一部の金融機関との物件開発に係る借入契約

について財務制限条項に抵触していた状況を解消しているが、依然として資金調達は厳しい状況にあり、会社

の事業資金に影響を及ぼしていることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ている。　　

　また、現時点では継続企業の前提に重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な

不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年３月15日

株式会社明豊エンタープライズ

取締役会  御中

　

アーク監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    三　浦   昭　彦　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   冨　岡　 慶 一 郎   印

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社明豊エンタープライズの平成22年８月１日から平成23年７月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成22年11月１日から平成23年１月31日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成22年８月１日か

ら平成23年１月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社明豊エンタープライズ及び連結子会

社の平成23年１月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結

累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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